
≪受付≫

≪調査≫

≪是正措置≫

泉大津市外部公益通報に関するフローチャート

労働者または役員（通報者） 泉大津市

公益通報以外

（情報提供として受付）
公益通報

処分権限なし

調査・措置結果の

通知

通報対象事実なし 通報対象事実あり

調査の終了

調査の実施

その他適切な措置

法令に基づく措置

調査する必要あり

調査する必要なし

通報の受理

・受理した旨の通知

・調査開始予定時期

の通知

通報の不受理不受理とした旨の通知

処分権限あり
権限を有する

行政機関の教示

所管課

人権くらしの相談課（総合的な相談窓口）

通報

事実確認

取次

通知

通知


